令和７年７月改定

笠松町指定ごみ袋取扱店登録に係る手続き

（１）新規登録するとき
①販売開始までの主な流れ
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 ※申請・申出は随時、受け付けています。

②申請・申出方法
・「笠松町指定ごみ袋取扱店登録申請書兼指定公金事務取扱者の指定に係る申出書」に必要事項を記入し、必要書類を添えて笠松町役場環境経済課に提出してください。
③契約締結及び販売に係る手続き
・審査(申請書兼申出書の記入事項や必要書類の確認)後、町から「指定ごみ袋取扱店登録決定通知書」と「徴収事務委託契約書(未記入２部)」を申請者あてに送付します。
※書類受領後、契約書に記名押印し、２部とも笠松町役場環境経済課へ提出してください。


・審査後、必要書類の提出がない場合など、契約を締結することができないと判断した場合は、その旨を書面にて通知します。
・契約手続き完了後、町から以下の書類等を申請者あてに送付します。
●事務委託契約書（１部）
●笠松町指定ごみ袋取扱店の手引書（令和７年７月改定）
●取扱店シール　※この改定前に取扱店として登録済の店舗には送付しません。
・契約手続き完了後、笠松町商工会から以下の書類等を申請者あてに送付します。
●口座振替依頼書（口座振替を希望した方のみ）
　　　※令和７年６月までに取扱店として登録を受けている場合は、再提出の必要はありません。

（２）取扱店登録事項の変更等
[bookmark: _GoBack]　・取扱店の登録事項に変更等がある場合は、あらかじめ「笠松町指定ごみ袋登録事項変更等届出書兼指定公金事務取扱者の変更に係る届出書」を提出してください。

（３）更新に係る手続き
・契約の期間満了の日から1ヶ月前までの間に、発注者又は受注者から書面による解除の申し出がないときは、本契約と同一条件で契約期間を更に1年間延長することとし、以後も同様とします。
